
子ども「２０ミリシーベルト」問題

福島の子どもたちを放射能から守れ！

福島老朽原発を考える会 阪上 武

緊急セミナー：国際専門家からみた
子ども20ミリシーベルト問題

2011年6月1日（水）18:15～20:00
於：参議院議員会館 B107

調査場所
測定値
（cpm）市町村 調査校 測定ポイント

福島市 A グランド 3,100

芝生 3,000

側溝(U字溝) 13,000

遊具の下の地面 2,600

池 500

B 遊具の下の地面 1,000

池 1,100

C グランド 1,100

芝生 3,000

側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 2,300

遊具の下の地面 3,900



進言書進言書進言書進言書

小中学校等での授業中止及び学童疎開ならびに除染等の措置について小中学校等での授業中止及び学童疎開ならびに除染等の措置について小中学校等での授業中止及び学童疎開ならびに除染等の措置について小中学校等での授業中止及び学童疎開ならびに除染等の措置について

この際、私たち原発震災復興・福島会議は以下の進言をいたしますので、子供た
ちの健やかな学校生活のため、お聞き入れくださいますようご検討を切にお願いい
たします。なお、当会議では福島県に対し、必要な財政措置を国に求めるよう併せ
て進言いたします。

1、 少なくとも、「管理区域」基準に相当する0.6μSv/h以上の放射線が観測され
た学校等の授業を中止する

2、 全学校等を対象に施設全般の外部線量・放射能濃度・放射能表面密度など詳
細調査を行うと同時に、授業再開が一定期間以上困難と判断される学校等では、子
どもたちの学童疎開を速やかに進め、教育を受ける権利を確保する

3、 詳細調査の結果、「管理区域」基準を超える外部線量・放射能濃度・放射能
表面密度がある場合は除染等の必要な措置を行う

4、 授業を中止した学校等では、当該校等が「管理区域」基準を下回ったことを
確認した後に授業を再開する

三春町の教育委員会 ４月２０日付 保護者あて文書

「町内の教育施設では、国や県から、校庭等における教
育活動の安全基準が出されるまで、屋外活動を控えてま
いりました。昨日、文部科学省から「校庭・園庭の利用判
断に関する考え方及び基準」が示されました

町内保育所、幼稚園、小・中学校は、「特段の制約なし」と
いうことですので園庭（庭）での活動や校庭での体育の授
業、部活動等を行うことにします。



今まで国、県、県のアドバイザーが安全だというのを信じて逃げたい気持ちを抑え
て仕事を続けてきました。２人の子供も福島市内で保育園と小学校に通っており

ます。１ミリから２０ミリｼｰﾍﾞﾙﾄへ安全基準の引き上げに非常におどろきました。
私の子供は私が守らなくてはと思い知らされました。

子供を持つ親は自分も子供を連れて避難したいとみんな思っているのです。学童
疎開、無理なら授業停止でもいい、なにか職場に対して公然と避難の理由となる
ものがほしいです。みんなきっかけを待っているのです。

子供を守るために、避難してもまたいつか福島に希望を持って戻ってこれるように。
お父さん、お母さん、立ち上がりましょう。私達が動かなくては誰も子供達を守って
くれないのです。

投稿： 福島市:二児の母






